
 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年第３回　教育委員会会議 

議案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川市教育委員会



1

令和７年第３回吉川市教育委員会会議 

付議案件等一覧 

 

 

 

 

 番号 議案等番号 件　　　　　　　　　　　　　　名

 

1 第６号議案 吉川市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について

 

２ 第７号議案
吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正する規

則について

 

３ 第８号議案 令和７年度吉川市教育行政重点施策について

 

４ 第９号議案 第４次吉川市子ども読書活動推進計画の策定について

 

５ 第１０号議案 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について

 

６ 第１１号議案 教育支援センター指導員の任命について

 

７ 第１２号議案 吉川市学校プールのあり方について

 

８ 第１３号議案 吉川市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について

 

９ 第１４号議案 令和７年度吉川市教育委員会事務局職員の人事異動について
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第６号議案 

吉川市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

吉川市教育委員会事務局組織規則（平成１４年吉川市教育委員会規則第６号）の一部

を次のように改正することについて、議決を求める。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加

える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加項の表示を除く。）を加える。 

 

附　則 

 改正後 改正前

  

（分掌事務） 

第３条　課の分掌事務は、それぞれ次の

表の右欄に掲げるとおりとし、それぞ

れ同表中欄に掲げる係等が所掌するも

のとする。 

  

 

（分掌事務） 

第３条　課の分掌事務は、それぞれ次の

表の右欄に掲げるとおりとし、それぞ

れ同表中欄に掲げる係等が所掌するも

のとする。 

　　

 課 係等 分掌事務

 略

 学 校

教 育

課

学 校 支

援担当

1～13 略 

14　教科用図書及び副

読本の採択に関する

こと。 

15～18　略

 Ｉ Ｃ Ｔ

教 育 推

進担当

1～3 略 

4 教科用図書及び副読

本に関すること（採

択に関することを除

く）。

 課 係等 分掌事務

 略

 学 校

教 育

課

学 校 支

援担当

1～13 略 

14　教科用図書及び

副読本に関するこ

と。 

15～18　略

 Ｉ Ｃ Ｔ

教 育 推

進担当

1～3 略 
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この規則は、令和７年４月１日から施行する。　 

令和７年３月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　デジタル教科書の普及に伴い、教科用図書及び副読本に関する分掌事務を整理したいた

め、この案を提出するものである。 
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第７号議案 

吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正する規則について 

　吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則（平成１９年吉川市教育委員会規則第２

号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、

当該改正後部分を加える。 

 

 改正後 改正前

  

　（指定の通知） 

第８条　施行令第５条第２項の規定による指定校

の指定は、住所地の変更により就学、転入学又

は編入学をする場合にあっては転出入通知書

（様式第３号）、それ以外の場合にあっては入

学通知書（様式第４号）により行うものとす

る。 

２　略 

 

別表第１（第３条関係） 

(1) 小学校 

 

　（指定の通知） 

第８条　施行令第５条第２項の規定による指定校

の指定は、住所地の変更により就学、転入学又

は編入学をする場合にあっては転入転出通知書

（様式第３号）、それ以外の場合にあっては入

学通知書（様式第４号）により行うものとす

る。 

２　略 

 

別表第１（第３条関係） 

(1) 小学校 

 学校名 通学区域

 吉川小学校 木売一丁目、中川台、平沼一

丁目、平沼１番地から３１６

番地まで、吉川一丁目、吉川

１４００番地から２０７６番

地まで、栄町６７３番地から

 学校名 通学区域

 吉川小学校 木売一丁目、中川台、平沼一

丁目、平沼１番地から３１６

番地まで、６３１番地から６

４０番地、６４２番地の一

部、６４３番地の一部、６４
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  ７９７番地まで、８０９番地

から８６１番地まで、８７１

番地から８７５番地まで、８

８３番地から９２４番地ま

で、１３６４番地から１３８

４番地まで、保一丁目、保１

番地から３１５番地まで、中

央一丁目１番地、７番地、８

番地の一部、９番地から１２

番地まで、１９番地の一部、

２０番地の一部、２１番地か

ら２４番地まで、中央二丁目

１番地の一部、３番地の一

部、５番地 

 

 

 

 

　 

 略

 三輪野江小学

校

会野谷、会野谷一丁目、会野

谷二丁目、飯島、加藤、上笹

塚、上笹塚一丁目から三丁目

まで、小松川、皿沼、皿沼一

丁目、皿沼二丁目、鹿見塚、

関新田、関新田一丁目、関新

田二丁目、土場、中井、中井

一丁目から三丁目まで、中

 ４番地の一部６４５番地から

６７２番地まで、９２５番地

から９９７番地まで、１２４

２番地、１２４３番地、１３

０１番地から１３０９番地ま

で、吉川一丁目、吉川１６９

番地から１７２番地まで、１

７３番地の一部、１７４番地

の一部、１９８番地の一部、

１９９番地の一部、２０３番

地の一部、１４００番地から

２０７６番地まで、栄町６７

３番地から７９７番地まで、

８０９番地から８６１番地ま

で、８７１番地から８７５番

地まで、８８３番地から９２

４番地まで、１３６４番地か

ら１３８４番地まで、保一丁

目、保１番地から３１５番地

まで

 略

 三輪野江小学

校

会野谷、会野谷一丁目、会野

谷二丁目、飯島、加藤、上笹

塚、上笹塚一丁目から三丁目

まで、小松川、皿沼、皿沼一

丁目、皿沼二丁目、鹿見塚、

関新田、関新田一丁目、関新

田二丁目、土場、中井、中井

一丁目から三丁目まで、中
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  島、中島一丁目から三丁目ま

で、半割、平方新田、深井新

田、二ツ沼、二ツ沼一丁目、

二ツ沼二丁目、三輪野江、三

輪野江一丁目、三輪野江二丁

目、吉屋、吉屋一丁目、吉屋

二丁目、中央三丁目６番地、

７番地

 関小学校 須賀、川野、川富、関、吉川

二丁目、吉川団地、きよみ野

二丁目、きよみ野三丁目、中

央一丁目２番地から６番地ま

で、８番地の一部、１３番地

から１８番地まで、１９番地

の一部、２０番地の一部 

 

 

 

 

 

 

　

 略

 栄小学校 きよみ野一丁目、きよみ野四

丁目、きよみ野五丁目、新栄

一丁目、新栄二丁目、栄町

(吉川小学校区、北谷小学校

区を除く。)、中央二丁目１

番地の一部、２番地、３番地

 島、中島一丁目から三丁目ま

で、半割、平方新田、深井新

田、二ツ沼、二ツ沼一丁目、

二ツ沼二丁目、三輪野江、三

輪野江一丁目、三輪野江二丁

目、吉屋、吉屋一丁目、吉屋

二丁目 

　

 関小学校 須賀、川野、川富、関、吉川

二丁目、吉川団地、きよみ野

二丁目、きよみ野三丁目、吉

川１７３番地の一部、１７４

番地の一部、１７５番地から

１９７番地まで、１９８番地

の一部、１９９番地の一部、

２００番地から２０２番地ま

で、２０３番地の一部、２０

４番地から２３３番地まで、

３１３番地から３３９番地ま

で、平沼６４２番地の一部、

６４３番地の一部、６４４番

地の一部

 略

 栄小学校 きよみ野一丁目、きよみ野四

丁目、きよみ野五丁目、栄

町、新栄一丁目、新栄二丁

目、平沼（吉川小学校区、関

小学校区を除く。）、吉川

（吉川小学校区、関小学校区
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(2) 中学校 

 

(2) 中学校 

 の一部、４番地、６番地から

４８番地まで、中央三丁目１

番地から５番地まで、８番地

から５０番地まで

 略

 学校名 通学区域

 東中学校 旭、上内川、下内川、拾壱

軒、鍋小路、八子新田、南広

島、川藤、会野谷、会野谷一

丁目、会野谷二丁目、飯島、

加藤、上笹塚、上笹塚一丁目

から三丁目まで、小松川、皿

沼、皿沼一丁目、皿沼二丁

目、鹿見塚、関新田、関新田

一丁目、関新田二丁目、土

場、中井、中井一丁目から三

丁目まで、中島、中島一丁目

から三丁目まで、半割、平方

新田、深井新田、二ツ沼、二

ツ沼一丁目、二ツ沼二丁目、

三輪野江、三輪野江一丁目、

三輪野江二丁目、吉屋、吉屋

一丁目、吉屋二丁目、きよみ

野一丁目、きよみ野四丁目、

きよみ野五丁目、中央三丁目

６番地、７番地

 略

 を除く。）、栄町（吉川小学

校区、北谷小学校区を除

く。） 

 略

 学校名 通学区域

 東中学校 旭、上内川、下内川、拾壱

軒、鍋小路、八子新田、南広

島、川藤、会野谷、会野谷一

丁目、会野谷二丁目、飯島、

加藤、上笹塚、上笹塚一丁目

から三丁目まで、小松川、皿

沼、皿沼一丁目、皿沼二丁

目、鹿見塚、関新田、関新田

一丁目、関新田二丁目、土

場、中井、中井一丁目から三

丁目まで、中島、中島一丁目

から三丁目まで、半割、平方

新田、深井新田、二ツ沼、二

ツ沼一丁目、二ツ沼二丁目、

三輪野江、三輪野江一丁目、

三輪野江二丁目、吉屋、吉屋

一丁目、吉屋二丁目、きよみ

野一丁目、きよみ野四丁目、

きよみ野五丁目 

　

 略
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様式第１号（第４条関係） 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第６号（第９条関係） 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

様式第６号（第９条関係） 

 中央中学校 吉川１４００番地から２０７

６番地まで、吉川一丁目、吉

川二丁目、須賀、川野、川

富、関、吉川団地、きよみ野

二丁目、きよみ野三丁目、栄

町、新栄一丁目、新栄二丁

目、中央一丁目、中央二丁

目、中央三丁目１番地から５

番地まで、８番地から５０番

地まで

 略

 略 

保護者氏名　　　　　　 

 

調整選択申請書 

略

 略 

保護者氏名　　　　　　 

 

学校選択申請書 

略

 略 

保護者氏名　　　　　　 

 中央中学校 吉川１４００番地から２０７

６番地まで、吉川一丁目、吉

川二丁目、須賀、川野、川

富、関、吉川団地、きよみ野

二丁目、きよみ野三丁目、栄

町、新栄一丁目、新栄二丁

目、平沼（南中学校区を除

く）、中央土地区画 

 

　

 略

 略 

保護者氏名　　　　㊞　 

 

調整選択申請書 

略

 略 

保護者氏名　　　　㊞　 

 

学校選択申請書 

略

 略 

保護者氏名　　　　㊞　 



9

 

　様式第３号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号（第１０条関係） 

　

 

様式第８号（第１０条関係） 

　

  

指定学校変更申請書 

略

 略 

保護者氏名　　　　　　 

 

区域外就学願 

略

  

指定学校変更申請書 

略

 略 

保護者氏名　　　　㊞　 

 

区域外就学願 

略
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様式第３号（第８条関係） 

転 出 入 通 知 書 
 

 

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連　絡　先　 

 

異　動　日　        年　　月　　日 

学校転入日　　　　　年　　月　　日 

学校転出日　　　　　年　　月　　日 

 

児
童
又
は
生
徒

新住所

 
旧住所

 

氏 名 性別
生年 

月日
     年　　月　　日

  

新　　　　　　　　　　　学校　第　　　学年 

 

旧　　　　　　　　　　　学校　第　　　学年 

 

 

　通知理由　

  

　　上記のとおり届出がありましたので通知いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

 

吉川市立　　　　　　　　学校長　殿 

 

吉川市教育委員会 
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　　　附　則 

この規則は、公布の日から施行する。 

令和７年３月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　中央土地区画整理地内の換地処分に伴い住所変更となった地区名を変更することに加え、

様式を変更したいため、この案を提出するものである。 
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第８号議案 

令和７年度吉川市教育行政重点施策について 

　令和７年度吉川市教育行政重点施策を策定することについて議決を求める｡ 

　　令和７年３月２５日提出 

　　　　吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　令和７年度吉川市教育行政重点施策について、別紙のとおり策定したいので、この案を

提出するものである。 
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第９号議案 

第４次吉川市子ども読書活動推進計画の策定について 

第４次吉川市子ども読書活動推進計画を策定することについて議決を求める。 

令和７年３月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　令和７年３月をもって「第３次吉川市子ども読書活動推進計画」の計画期間満了になる

ことから、子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第１５４号）第９条第

２項の規定に基づき、子どもが読書に親しむ機会の充実と読書環境の整備・充実を図るた

め、「第４次吉川市子ども読書活動推進計画」を策定したいので、この案を提出するもの

である。 
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第１０号議案 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について、別紙のとおり議決を求める。 

令和７年３月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任期満了に伴い、別紙の表に掲げる者を令和

７年４月１日付けで新たに委嘱するため、この案を提出するものである。 
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第１１号議案 

教育支援センター指導員の任命について 

教育支援センター指導員を任命することについて、議決を求める。 

 

１　教育支援センター指導員名簿 

２　任期 

　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

令和７年３月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

教育支援センター指導員の任期満了に伴い、表に掲げる者を令和７年４月１日付けで

新たに任命するため、この案を提出するものである。 

 

 氏名 住所 勤続年数

 １ 進通　綾乃
しんつう あ や の

吉川市 ６年目

 ２ 坪井　俊治
つ ぼ い しゅん じ

越谷市 ３年目

 ３ 髙橋　始
たかはし はじめ

三郷市 ２年目

 ４ 前田　稔
ま え だ みのる

松伏町 １年目
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第１２号議案 

吉川市学校プールのあり方について 

吉川市学校プールのあり方について、議決を求める。 

令和７年３月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

吉川市学校プールのあり方について、別紙のとおり策定したいので、この案を提出す

るものである。　 
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第１３号議案 

吉川市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について 

吉川市公民館条例施行規則（昭和６２年吉川町教育委員会規則第１号）の一部を次の

ように改正することについて、議決を求める。 

　次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存

在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が存在しな

い場合には、当該移動項（以下「削除項」という。）を削る。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。以下「改正部

分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改め

る。 

 

 改正後 改正前

  

　（組織） 

第１０条　公民館に公民館担当を置く。 

 

　（公民館担当の事務） 

第１１条　公民館担当においては、次の事務を

所掌する。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 担当の庶務に関すること。 

 

　（副館長） 

第１２条　略 

 

 

　（職務） 

第１３条　略 

 

　（組織） 

第１０条　公民館に公民館係を置く。 

 

　（公民館係の事務） 

第１１条　公民館係においては、次の事務を所

掌する。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 係の庶務に関すること。 

 

　（副館長） 

第１２条　略 

２　係に係長を置く。 

 

　（職務） 

第１３条　略 
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際、吉川市中央公民館公民館係長の職にある者は、別に辞令を発せ

られない限り、吉川市中央公民館公民館担当主査の職に命じられたものとする。 

令和７年３月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　現在の「公民館係」を改め「公民館担当」とし、人事配置を柔軟に行いたいので、この

案を提出するものである。  

 ２　略 

 

 

 

３　前２項に規定する以外の職については、吉

川市教育委員会事務局の例による。 

　

２　略 

３　係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理

し、その事務を処理するため所属の職員を指

揮監督する。 

４　前３項に規定する以外の職については、吉

川市教育委員会事務局の例による。
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第１４号議案 

令和７年度吉川市教育委員会事務局職員の人事異動について 

　吉川市教育委員会事務局職員の人事異動について議決を求める｡ 

　令和７年３月２５日提出 

　　　　吉川市教育委員会教育長　戸張利恵　　 

提案理由 

　令和７年４月１日付けで職員の人事異動を別紙のとおり行いたいので、この案を提出す

るものである｡ 

 

 


